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丸
山
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
少
年
団
（
岩
田
博
文
監

督
）
は
、
昨
夏
の
ペ
プ
シ
カ
ッ

プ
全
国
大
会
（
東
京
）
に
続
い

て
、
北
海
道
代
表
と
し
て
「
全

国
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
交
流
大

会
」
に
出
場
。
 

　
予
選
リ
ー
グ
か
ら
準
決
勝
ま

で
八
戦
全
勝
（
左
表
）
で
勝
ち

進
み
、
参
加
四
十
八
チ
ー
ム
の

頂
点
、
フ
ァ
イ
ナ
ル
戦
に
進
出
。

決
勝
で
は
、
一
進
一
退
の
シ
ー

ソ
ー
ゲ
ー
ム
。
岩
田
監
督
は

「
あ
と
一
点
で
、
ど
っ
ち
が
日

本
一
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い
た
」

と
激
戦
の
決
勝
戦
を
振
り
返
る
。

次
は
、
先
輩
が
や
り
残
し
た
全

国
優
勝
を
目
指
す
。
 

 

地球が丸く見える

3
27～30

全国大会成績（鹿児島3／27～30） 

○ 丸山　２－０　●七　井（栃木） 

○ 〃　　２－１　●八　束（島根） 

○ 〃　　２－０　●生　月（長崎） 

○ 〃　　２－０　●落　合（宮城） 

○ 〃　　２－１　●加　茂（鳥取） 

○ 〃　　２－０　●香　北（高知） 

○ 〃　　２－０　●潮　見（愛媛） 

○ 〃　　２－０　●小布施（長野） 

　　　　 決　勝 

● 丸山　０－２　○室町（京都） 

　　　　 20－22 

　　　　 18－21（　  ） 
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四
月
か
ら
中
標
津
空
港
発
着
の

中
標
津
―
丘
珠
線
が
一
日
二
往
復

か
ら
三
往
復
に
増
便
（
中
標
津
十

四
時
五
十
五
分
出
発
）
さ
れ
ま
し
た
。

札
幌
へ
の
旅
行
、
出
張
に
益
々
便

利
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
便
名

表
示
は
東
京
線
等
を
含
め
、
全
日

空
（
Ａ
Ｎ
Ａ
）
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
�

地球が丸く見える

4
1

４月から�
丘珠便３便に�

　
町
が
釧
路
弁
護
士
会
の
協
力
を
得
て
行

っ
て
い
る
「
無
料
法
律
相
談
」
は
、
昨
年

度
ま
で
二
ヵ
月
に
一
度

開
催
。
こ
の
相
談
は
交

通
事
故
に
よ
る
損
害
賠

償
問
題
な
ど
の
悩
み
事

を
弁
護
士
が
法
律
に
基

づ
き
専
門
的
に
ア
ド
バ

イ
ス
し
て
く
れ
ま
す
。

一
回
の
相
談
で
は
七
人

（
年
間
四
十
二
人
）
し

か
対
応
で
き
な
か
っ
た

た
め
、
四
月
か
ら
は
毎

月
開
催
（
年
間
八
十
四

人
）
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
五
月
の
相
談
日

は
十
八
日
で
、
事
前
の

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
生
活
課
交

通
町
民
相
談
係
ま
で
。
�

地球が丸く見える

4
20

無料法律相談�
月１回に�

　
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
「
ホ
ー
マ
ッ
ク
」
と
ス

ー
パ
ー
「
フ
ク
ハ
ラ
」
を
核
と
す
る
複
合
商

業
施
設
の
建
設
計
画
説
明
会
が
、
地
域
住
民

を
対
象
に
東
会
館
な
ど
で
開
か
れ
ま
し
た
。

説
明
に
よ
る
と
①
場
所
は
国
道
二
七
二
号
沿

い
（
東
十
七
条
南
十
丁
目
付
近
）
②
オ
ー
プ

ン
は
年
内
③
七
店
舗
の
総
面
積
は
一
万
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
（
総
合
文
化
会
館
の
一
・
五

倍
）
駐
車
場
は
九
百
六
十
七
台
④
従
事
す
る

社
員
は
、
パ
ー
ト
を
含
め
二
百
三
十
名
⑤
右

記
以
外
に
店
舗
を
構
え
る
の
は
薬
の
「
ツ
ル

ハ
」
、
百
円
シ
ョ
ッ
プ
「
ダ
イ
ソ
ー
」
洋
服

の
「
ユ
ニ
ク
ロ
」
「
メ
ガ
ネ
の
プ
リ
ン
ス
」

な
ど
が
出
店
予
定
。
今
後
、
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
に
よ
る
説
明
会
で
詳
細
な
説
明
を

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
�

地球が丸く見える

4
16

複
合
商
業
施
設
の
説
明
会
開
催
�

地球が丸く見える

4
6～7

今年もピカピカの�
１年生入学�

　
町
内
の
各
小
学
校
で
は
、
入
学
式
が

一
斉
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
計
根
別
小
学

校
で
は
、
児
童
玄
関
前
に
構
え
る
樹
齢

三
百
年
の
か
し
わ
の
木
が
多
く
の
新
一

年
生
を
見
つ
め
て
き
ま
し
た
。
�

　
今
年
は
二
組
の
双
子
の
兄
弟
を
含
め

例
年
よ
り
多
い
二
十
名
が
入
学
し
ま
し
た
。

帰
り
に
は
、
か
し
わ
の
木
に
立
て
掛
け

た
看
板
の
前
で
そ
れ
ぞ
れ
が
記
念
撮
影
し
、

学
校
生
活
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
�

写
真
を
ご
希
望
の
か
た
に
ネ
ガ
を
お
貸
し
し
ま
す
。�



羅
臼
町
と
の
合
併
に
向
け
て
、
第
四
回
の
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
並
行
し
て
①
新
市
名
称
候
補
選
定
と
②
議
会
議
員
等
の
定
数

及
び
任
期
に
関
す
る
各
小
委
員
会
も
開
か
れ
、
本
格
的
な
協
議
が
始
ま
り

ま
し
た
。�

今
月
号
で
は
第
四
回
合
併
協
議
会
概
容
と
羅
臼
町
と
の
合
併
デ
ー
タ
な
ど

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

暮
ら
し
が
か
わ
る
、
ま
ち
が
か
わ
る
�

市
町
村
合
併
�

市
町
村
合
併
�⑯�

4

シンボルマーク�
平成９年度「魚の城下町らうす」のシン
ボルマークとして全国公募され住民投票
により決定された。�

魚の城下町らうす③�合
併
相
手
の
羅
臼
町
の
概
要
を

三
回
に
分
け
て
紹
介
し
ま
す
�

�大
自
然
か
ら
生
ま
れ
た
「
海
洋
深
層
水
」、

必
須
ミ
ネ
ラ
ル
を
多
く
含
み
身
体
に
や

さ
し
く
、
健
康
を
つ
く
る
命
の
源
泉
。
今
、

こ
の
水
に
よ
り
自
然
共
生
型
の
産
業
転

換
が
図
ら
れ
て
い
る
。
�

�　
平
成
七
年
よ
り
調
査
が
進
め
ら
れ
、

羅
臼
漁
港
沖
に
新
た
な
資
源
と
し
て
発

見
さ
れ
た
「
知
床
ら
う
す
海
洋
深
層
水
」

は
、
町
ぐ
る
み
で
そ
の
利
活
用
に
つ
い

て
取
り
組
ん
で
い
る
。
�

　
海
洋
深
層
水
と
は
「
太
陽
が
届
か
ず
、

表
層
の
海
水
と
混
ざ
ら
な
い
深
さ
に
あ

る
海
水
」
を
い
い
、

一
般
に
は
二
百
ｍ
以

深
の
海
水
を
海
洋
深

層
水
と
呼
ん
で
い
る
。

一
般
的
な
特
徴
と
し

て
、
低
温
安
定
性
・
清
浄
性
・
富
栄
養

性
を
も
ち
、
再
生
循
環
の
大
型
資
源
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
�

　
町
で
は
深
層
水
事
業
の
先
導
的
役
割

を
担
う
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
企
業
」
と
し
て
、

三
社
が
利
活
用
の
実
証
に
つ
い
て
活
発

な
実
績
づ
く
り
を
展
開
し
、
企
業
独
自

の
営
業
活
動
に
よ
り
町
の
活
性
化
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
羅
臼
漁
港
で

は
海
洋
深
層
水
の
特
徴
を
生
か
し
た
「
衛

生
管
理
型
漁
港
づ
く
り
」
が
進
め
ら
れ

平
成
十
八
年
度
の
完
成
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
�

　
「
知
床
ら
う
す
海
洋
深
層
水
」
は
現
在
、

五
十
七
社
の
企
業
が
利
用
し
、
利
用
商

品
は
百
七
品
目
で
町
・
道
内
外
の
企
業

が
全
国
規
模
で
食
品
分
野
、
水
産
分
野
、

健
康
産
業
分
野
等
幅
広
く
利
活
用
さ
れ

て
い
る
。
今
後
、
十
八
年
度
か
ら
本
格

取
水
が
行
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
、

大
規
模
な
利
用
が
可
能
と
な
る
。
�

　
羅
臼
町
で
捕
れ
る
豊
富
な
海
の
幸
に

付
加
価
値
を
付
け
る
べ
く
、
各
分
野
で

検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
海
洋
深
層
水

と
い
う
新
た
な
資
源
に
つ
い
て
最
大
限

の
可
能
性
を

求
め
、
産
業

の
活
性
化
を

目
指
し
て
い

る
。
�

（
原
稿
と
写

真
は
羅
臼
町

提
供
）
�

主な協議事項�

１．新市将来構想の策定について　　　　　　　　　　　継続協議�

２．一般職（職員）の身分の取り扱い　　　　　　　　　　　承認�

　・すべて新市の職員として引き継ぐ。�

３．特別職（職員）の身分の取り扱い　　　　　　　　　　　承認�

　・合併の日の前日に全員失職する。�

４．町名、字名の取り扱い　　　　　　　　　　　　　　継続協議�

　・変更（旧町名が残る場合）例：○○市　中標津町丸山２丁目�

　・変更しない（旧町名が残らない場合）例：○○市　丸山２丁目�

�

　
中
標
津
、
羅
臼
両
町
の
合
併
を
検

討
す
る
第
四
回
合
併
協
議
会
が
四
月

二
十
六
日
（
月
）
羅
臼
町
公
民
館
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
議
で
は
、
新

市
名
称
候
補
選
定
小
委
員
会
で
審
議

し
た
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
、
①
選

定
方
法
は
公
募
②
募
集
期
間
は
六
月

三
十
日
ま
で
③
新
市
の
名
称
は
八
月

に
合
併
協
議
会
で
決
定
す
る
こ
と
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
�

　
そ
の
後
、
①
新
市
将
来
構
想
の
策

定
②
特
別
職
の
身
分
の
取
り
扱
い
な

ど
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

次
の
第
五
回
合
併
協
議
会
を
五
月
十

日
（
月
）
に
羅
臼
町
公
民
館
で
開
催

す
る
こ
と
を
決
め
、
閉
会
し
ま
し
た
。
�

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
日
発
行
す

る
中
標
津
町
・
羅
臼
町
合
併
協
議
会

だ
よ
り
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
�

合
併
協
議
会
・
小
委
員
会
の
議
案
・

会
議
録
を
公
開
し
て
い
ま
す
�

﹇
公
開
場
所
﹈
�

・
役
場
・
支
所
・
文
化
会
館
�

協
議
会
・
小
委
員
会
の
会
議
は
公

開
し
て
い
ま
す
�

誰
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
�

☆
第
五
回
合
併
協
議
会
�

　
五
月
十
日（
月
）午
後
二
時
〜
�

　
羅
臼
町
公
民
館（
大
ホ
ー
ル
）
�

☆
議
会
議
員
等
の
定
数
及
び
任
期

　
に
関
す
る
小
委
員
会
�

　
五
月
十
三
日（
木
）午
後
二
時
〜
�

　
羅
臼
町
役
場（
一
階
会
議
室
）
�

☆
第
六
回
合
併
協
議
会
�

　
五
月
二
十
一
日（
金
）午
後
二
時
�

　
中
標
津
町
　
寿
宴（
東
三
北
一
）�
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羅 臼 町 �

0

人件費�

20 40 60 80 100％�

中標津町�

羅 臼 町 �

中標津町�

使ったお金の割合（平成14年度決算）� 入ってきたお金の割合（平成14年度決算）�

0 20 40 60 80 100％�

その他の経費�公共事業費� 公債費�
町税�自主財源�

地方債� その他�

自主財源その他�

地方交付税�依存財源�

羅
臼
町
と
の
合
併
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
①
人
口
と
②
面
積
を
比
較

し
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
財
政
デ
ー
タ
を
基
に
新
市
の
将
来
に
つ

い
て
考
え
て
見
ま
し
ょ
う
。�

羅
臼
町
と
の
合
併
�

国
の
動
き
�市
町
村
合
併
に
関
す
る
法
律
案
の
概
要
�

③�

　
中
標
津
町
と
羅
臼
町
の
支
出

の
推
移
（
表
一
）
を
比
べ
る
と

中
標
津
町
は
、
地
方
交
付
税
が

減
少
し
た
分
、
予
算
規
模
も
減

少
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。

羅
臼
町
も
地
方
交
付
税
が
減
少

し
て
い
る
も
の
の
、
貯
金
（
基

金
）
を
取
り
く
ず
し
て
対
応
し

て
い
る
た
め
支
出
額
は
増
加
し

た
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
�

　
使
っ
た
お
金
の
割
合
（
表

二
）
を
比
べ
て
見
る
と
、
公
共

事
業
で
は
中
標
津
町
は
羅
臼
町

の
倍
の
三
十
三
％
と
多
く
、
逆

に
人
件
費
で
は
羅
臼
町
が
九
％

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
入
っ
て

き
た
お
金
の
割
合
（
表
三
）
で

は
、
羅
臼
町
の
地
方
交
付
税
に

依
存
す
る
割
合
が
十
％
多
い
結

果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
�

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
�

�①
住
民
自
治
の
強
化
な
ど
を
目
的
と
す

　
る
「
地
域
自
治
区
」
の
創
設
�

　
市
町
村
内
の
一
定
の
区
域
を
単
位
と

す
る
「
地
域
自
治
区
」
を
市
町
村
の
判

断
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地
域
自
治
区
は
法
人
格
を
有
し
ま
せ
ん
が
、

そ
の
中
に
設
置
す
る
「
地
域
協
議
会
（
委

員
は
市
町
村
長
が
選
任
）」
に
よ
り
区

域
内
の
事
務
に
関
し
て
市
町
村
長
等
に

意
見
を
述
べ
、
地
域
住
民
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事
務
所

を
置
き
ま
す
が
、
所
長
は
一
般
職
で
す
。
�

②
収
入
役
制
度
の
改
正
�

　
町
村
は
収
入
役
を
置
か
ず
町
村
長
、

又
は
助
役
が
兼
務
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
が
、
下
限
を
人
口
十
万
人
未
満
の

市
に
拡
大
し
ま
す
。
�

③
議
会
の
定
例
会
の
召
集
回
数
の
自
由

　
化
�

　
議
会
の
定
例
会
は
年
間
四
回
以
内
の

条
例
で
定
め
る
召
集
回
数
で
す
が
、
回

数
制
限
を
撤
廃
し
ま
す
。
�

�市
町
村
合
併
特
例
法
の
一
部
改
正
�

�①
合
併
特
例
区
の
制
度
の
創
設
�

　
合
併
に
際
し
て
、
合
併
関
係
市
町
村

の
協
議
に
よ
り
一
又
は
二
以
上
の
旧
市

町
村
単
位
に
法
人
格
を
有
す
る
区
（
合

併
特
例
区
）
を
一
定
期
間
（
五
年
以
内
）

設
置
で
き
る
制
度
を
創
設
し
ま
す
。
�

　
区
長
（
特
別
職
）
及
び
設
置
す
る
「
合

併
特
例
区
協
議
会
」
委
員
は
市
町
村
長

が
選
任
し
、
区
域
内
の
事
務
に
関
し
て

市
町
村
長
等
に
意
見
を
述
べ
、
地
域
住

民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
�

　
法
律
の
期
限
は
平
成
十
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
。
（
特
例
と
し
て
平
成
十

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
合
併
を
し

た
場
合
も
適
用
）
�

②
地
域
自
治
区
の
特
例
�

　
合
併
に
際
し
て
協
議
で
定
め
る
期
間

に
限
り
旧
市
町
村
の
区
域
に
「
地
域
自

治
区
」
を
設
置
で
き
ま
す
。
�

　
市
町
村
長
が
選
任
す
る
区
長
（
特
別

職
で
も
良
い
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
�

�市
町
村
合
併
特
例
法
に
関
す
る
法
律
�

�①
「
地
域
自
治
区
」
の
特
例
�

　
市
町
村
合
併
特
例
法
の
一
部
改
正
案

と
同
様
で
、
合
併
に
際
し
て
協
議
で
定

め
る
期
間
に
限
り
旧
市
町
村
単
位
に
設

置
で
き
ま
す
。
�

②
「
合
併
特
例
区
」
の
設
置
�

　
市
町
村
合
併
特
例
法
の
一
部
改
正
案

と
同
様
で
、
合
併
後
の
一
定
期
間
（
五

年
以
内
）
旧
市
町
村
単
位
に
設
置
で
き

ま
す
。
�

③
施
行
期
日
�

　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
五
年
間

の
時
限
法
。
�

�

表１　支出（決算額）と地方交付税の推移�

表２� 表３�

0 50 100 150 億円�

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 億円�

※15年は最終予算額、16年は当初予算額�

12

13

14

15

16

146

133

150

156

160

69

66

61

57

49

12

13

14

15

16

25

23

20

18

16

年�

年�

中 

標 

津 

町�

羅
　
臼
　
町�

地方交付税� 支出（決算額）�

地方交付税� 支出（決算額）�

46

48

42

42

42

15 16

15 16 48 9 12

12 38 16 18

24 15 13 48

33 12 40

国
で
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
、
市
町
村
合
併
特
例
法
（
現
行
法
）
の
一
部
改
正
、

市
町
村
合
併
特
例
法
（
新
法
）
に
つ
い
て
国
会
に
提
出
中
で
す
。
合
併
な
ど
に
関
す

る
国
の
考
え
方
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
�
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7月からごみの分け方・出し方が変わります 
平成16年７月からリサイクルセンター（愛称：く

るっと）が本格稼動します。 

リサイクルセンター本格稼動にあたり、今までより

資源ごみの種類が増え、出し方なども変わります。 

今月号と来月号（６月号）の２ヵ月に分けて、ごみ

の分け方・出し方の変更点・注意点などをお知らせ

しますので、きれいな街づくりを推進するため、町

民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。 

なぜ今、容器包装リサイクルが 
必要なのか… 

　日本では、毎年家庭から5,000万トン以上のご

みが出ています。中でも群を抜いて多いのが「容

器」と「包装」であり、そのボリュームは、容

積比でごみ全体の約60％を占めています。こう

した背景から、その適正な処理が緊急の課題と

なり、循環型の新しいリサイクル（再商品化）

社会の構築を目指し、1995年に「容器包装リサ

イクル法」が制定されました。この法律では、

「消費者」「市町村」「事業者」各々の役割分担、

ごみの減量化、使用済製品の再使用を図るため

の体制整備が規定されています。限りある資源

の有効利用を推進するため、より効果的なリサ

イクルシステムの構築が必要となっています。 

『リサイクルセンター』 
（愛称：くるっと） 

 

　当幌地区に建設された「リサイクルセンター（くるっと）」は、

中標津町、標津町、羅臼町の３町が共同で「容器包装リサイク

ル法」に定める11品目（①スチール缶②アルミ缶③びん類（無

色）④びん類（茶色）⑤びん類（その他の色）⑥ダンボール⑦

紙製容器包装⑧紙パック⑨ペットボトル⑩プラスチック製容器

包装⑪白色トレー・発泡スチロール）すべてを、効率よく処理

するために造られた施設で、この他に新聞紙・雑誌も処理します。 

【施設の概要】 

・設置主体　根室北部廃棄物処理広域連合 

　　　　　　（中標津町、標津町、羅臼町、別海町で構成） 

・所 在 地　中標津町字中標津34線北19番地３ 

　　　　　　（中標津町一般廃棄物最終処分場に隣接） 

・処理能力　4.9トン／日　・延床面積　1,398㎡　 

・処理方式　手選別＋圧縮梱包・破砕 

このように、アルミ缶とスチール缶、白色トレー類とペットボトルは１つの袋で出すことができます。 
分別は全部で6分別となります。 

◆戸別回収資源ごみの種類が増えます。（５種類⇒８種類へ） 

◆種類は増えますが、一緒に出しても良くなるものがあります。 
現　行（５分別） 

　①アルミ缶 

　②スチール缶 
 

　③ペットボトル 

　④白色トレー・発泡スチロール 
 

　⑤びん類 

７月から（６分別） 

①  缶　　　類 

②  白色トレー・発泡スチロール・ペットボトル 

③  びん類 
④（新）プラスチック製容器包装 
⑤（新）紙製容器包装 
⑥（新）紙パック 

一緒に入れる 
 
 
一緒に入れる 

プラスチック製容器 
包装の識別マーク 

紙製容器包装の 
識別マーク 

紙パックの 
識別マーク 

が新しい資源ごみです。 

｝ 
｝ 
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詳しくは、「ごみの分け方・出し方（改訂版）」、「なかしべつ町ごみ分別辞典」を後日配布しますので、
そちらをご覧ください。 
来月号（６月号）では、ダンボールコンポスト・生ごみの出し方などをお知らせします。 
ごみに関することは、町民生活部生活課環境衛生係（13-3111内線218・223）まで。 

◆戸別回収資源ごみ（資源ごみは透明か半透明の袋に入れてください。） 
　（指定ごみ袋はありません） 

◆集団回収資源ごみ（各町内会の資源一時保管庫へ入れてください。） 

ジュースの缶 
ビールの缶 
缶詰の缶 
お菓子の缶 
のりの缶　など 
 
○中を軽く水ですすぐ　○つぶさない 
○タバコの吸殻を入れない 
○一斗缶、塗料の缶、エンジンオイルの缶は燃やせないごみです 

洗剤・ティッシュ・お菓子などの紙箱類 
アイス・ヨーグルトなどの紙カップ類 
紙袋、包装紙類 
中が銀色の紙パック類　 
など 
 
 
○汚れているものは、リサ 
　イクルできません 

牛乳、飲むヨーグルトなどの 
中が白色の紙パック 
 
①中を軽くすすぐ 
②切り開く 
③乾かす 
④十文字にひもで縛る 
⑤晴れた収集日に出す 
※中が銀色の紙パック類は「紙製容器包装」です 

ジュースのびん 
お酒のびん 
調味料のびん　など 
 
 
○中を軽く水ですすぐ 
○キャップは必ずはずす 
　コルク製のキャップ⇒燃やせるごみ 
　アルミ・スチールのキャップ⇒燃やせないごみ 
　紙製のキャップ⇒紙製容器包装 
　プラスチック製のキャップ⇒プラスチック製容器包装 
○ビール瓶や一升瓶などは、できるだけ販売店へ返却 
○哺乳瓶などの耐熱ガラスのびん、化粧品などに多く使われて 
　いるくもりガラスのびんは燃やせないごみです 

白色のトレー 
白色の発泡スチロール 
ジュースのペットボトル 
焼酎、調味料のペットボトル　など 
 
○中を軽く水ですすぐ 
○キャップは必ずはずす 
　プラスチック製のキャップ⇒プラスチック製容器包装 
○発泡トレー・スチロールは白色のみです 
　（色つきは、プラスチック製容器包装です） 
○発泡スチロールの紙シールは必ずはがしてください 

紙パック 紙製容器包装 

十文字にひもで縛ってください 
雑誌など混ぜないでください 

新　聞 
十文字にひもで縛ってください 
週刊誌、パンフレット、漫画、 
電話帳、文庫本、コピー用紙、 
チラシ、上質紙、封筒など 

※ビニールコート紙、感熱紙、 
　カーボン紙、油紙、防水加工紙、 
　写真、ＦＡＸ用紙、窓付封筒な 
　どは「燃やせるごみ」です 

雑　誌 
十文字にひもで縛ってください 

※表面がツルツル 

　している防水加 

　工ダンボール、 

　汚れているダン 

　ボールは「燃や 

　せるごみ」です 

ダンボール 

プラスチック製容器包装 
び　ん　類 

缶　　　類 白色トレー・発泡スチロール・ペットボトル 

シャンプー・洗剤などのボトル類 
生卵・カップ麺などのカップ・パック類 
コンビニ弁当などの色つきトレー類 
ラーメン・スナック菓子などのポリ袋・ラップ類 
マヨネーズ・ケチャップなどの容器類 
りんごやみかんなどの網・ネット類　など 
 
○食べ物や飲み物のプラスチック製容器包装は 
　洗ってください 
○小さなチューブやパックなど洗いにくい場合は、 
　「燃やせないごみ」です 
○カセットテープや歯ブラシなど容器でも包装でもないものは、 
　プラスチック製であっても「燃やせないごみ」です 

キャップは 
必ずはずす 
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国民健康保険からのお知らせ�
＜国民健康保険税の税率改正について＞�

　平成16年度から、国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方（介護保険の第２号被保険者）にかかる介護納付金分の税率が改

正されます。�

　平成12年度から始まった介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支える制度で、第２号被保険者についてはそれぞれ加入し

ている健康保険の保険料（税）の中で介護納付金分として納めていただくことになっています。�

　町は、全国の介護給付費を基に、国が決定した第２号被保険者１人当たりの負担額により、国保加入者分の介護納付金を納

付しなければなりませんが、全国的に介護を受ける人が増え、さらにサービスの充実などにより年々介護給付費が増大し、平

成12年度と平成14年度との比較で約31％の伸びとなっており、それに伴い町が納付する介護納付金の額も増加しています。�

　このような状況の中で、当町の介護納付金分の税率は制度開始以来改正せずにきましたが、現行の税率では平成16年度にお

いて納付額が賄えない見込みとなり、税率改正をさせていただくことになりました。�

�

＜改正の内容は次のとおりです＞�

◇税　率�

　保険税は所得割、資産割、均等割及び平等割により計算します。今回は介護納付金分の所得割、均等割及び平等割の税率が

改正になりました。（医療分の税率は変わりません。）�

�

所得割�

均等割�

平等割�

改正前�

改正後�

　5,300円増�

※変更なし�

5,300円増�

367,600円�

345,600円�

22,000円�

362,300円�

345,600円�

16,700円�

改正前� 改正後�

医　療　分�

介護納付金分�

内訳�

Ａさん宅の１年間の�

国民健康保険税（概算）�

15,933円�

21,324円�

　※資産割2.0％は、据え置きとなります。�

　※介護納付金分の課税限度額（上限）は、８万円です。�

◇１人当たり平均税額（介護納付金分）�

例：Ａさんのお宅の場合……�
�

家族構成（４人世帯）�

　お 父 さ ん（41歳）…介護保険加入者（第２号被保険者）　※今回改正対象�

　お 母 さ ん（38歳）…介護保険対象外�

　お 子 さ ん（10歳）…介護保険対象外�

　お祖母さん（67歳）…介護保険加入者（第１号被保険者）�

世帯の収入�

　給与収入250万円（お父さん）、パート収入100万円（お母さん）、�

　年金収入70万円（お祖母さん）�

固定資産税　４万円（お父さん分・土地、家屋のみ）�

改正前 �

0.80％�

2,400円�

3,600円�

改正後 �

1.10％�

3,600円�

4,000円�

　　　説　　明�

所得に課する税率�

加入者１人当たりの額�

１世帯当たりの額�

ポイント！�
①今回の税率改正は40歳～65歳未満の方がいる世帯のみが対象です。�
②医療分の税率は今までと変わりません。�

　Ａさんの世帯では、国保加入者のうちお父さん１人

が介護保険納付金課税の対象となります。�

　所得、固定資産税もお父さんの分のみが対象となり

ます。（１号被保険者のお祖母さんは年金から介護保

険料を納めています。）�

　以上のように仮定し保険税額を計算すると、Ａさん

のお宅の場合は、改正後5,300円の増額となります。�

（※増額分はあくまでも目安です。各世帯の状況によ

って税額は変わりますのでご注意ください。）�

国民健康保険税に関するお問い合わせは、町民生活部保険介護課保険税係まで。�

比　較�
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町
立
中
標
津
病
院
�

四
月
の
異
動
で
四
名
の
新
し
い
医
師
が
着
任
し
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。
�

『
防
　
災
』
①
�

�　
昨
年
の
十
勝
沖
地
震
、
一
月
か
ら
の
記
録
的
な
大
雪
…
い

つ
ま
た
予
想
し
て
い
な
い
大
き
な
災
害
が
起
こ
る
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。
�

　
町
で
は
、
北
海
道
東
方
沖
地
震
か
ら
十
年
が
経
過
す
る
こ

と
か
ら
、
十
月
に
防
災
関
係
機
関
、
地
域
住
民
が
一
体
と
な

っ
た
総
合
防
災
訓
練
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
�

　
今
月
号
よ
り
防
災
に
関
す
る
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

日
ご
ろ
か
ら
、
防
災
に
対
す
る
意
識
を
し
っ
か
り
持
ち
、
い

ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
備
え
ま
し
ょ
う
。
�

�　
記
録
的
な
大
雪
が
降
り
ま
し
た
�

　
�

　
昨
年
末
か
ら
中
標
津
町
で
は
幾
度
と
な
く
大
き
な
暴
風
雪

に
遭
い
ま
し
た
。
一
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
に
か
け
て
は
根

室
沖
で
発
達
し
、
行
く
手
を
高
気
圧
に
阻
ま
れ
停
滞
し
た
低

気
圧
が
記
録
的
大
雪
と
暴
風
雪
を
も
た
ら
せ
た
ほ
か
、
二
月

二
十
二
日
か
ら
二
十
三
日
や
、
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
八

日
に
も
大
雪
や
吹
雪
、
強
風
が
吹
き
荒
れ
ま
し
た
。
三
月
ま

で
の
降
雪
量
の
累
計
は
、
平
年
値
四
百
七
十
五
cm
の
と
こ
ろ
、

今
年
は
五
百
七
十
五
cm
と
平
年
よ
り
百
cm
も
多
く
降
っ
た
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
�

　
こ
れ
ら
の
雪
に
よ
り
、
国
道
を
は
じ
め
と
し
た
道
路
の
閉

鎖
や
、
停
電
な
ど
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
も
影
響
を
受
け
た
ほ
か
、

牛
舎
の
倒
壊
な
ど
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
�

�　
防
災
情
報
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
�

�　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯

電
話
）
で
降
雪
や
降
雨
な
ど
の
気
象
情
報
や
、

道
路
・
河
川
の
情
報
を
検
索
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
国
道
の
通
行
規
制
、
河
川
の

水
位
な
ど
は
携
帯
電
話
用
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
下
記
参
照
）
も
開
設
さ
れ
て
お
り
、

出
先
か
ら
で
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
登
録
し
て
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
�

　
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
予
期
せ

ぬ
集
中
豪
雨
や
台
風
の
発
生
な
ど
の
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
昨
年
は
台
風
十
号
に
よ
り

北
海
道
も
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
が
、

当
地
方
も
安
心
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
テ
レ

ビ
・
ラ
ジ
オ
を
は
じ
め
、
こ
れ
ら
の
情
報

を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
�

�　
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
の
�

　
防
災
情
報
�

�　
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
避
難
場
所
や
日
ご
ろ
の
心
構
え
・

非
常
持
出
品
な
ど
の
お
知
ら
せ
を
し
て
い
ま
す
。
�

　
ま
た
、
最
初
の
画
面
下
に
「
防
災
情
報
」
の
項
目
を
設
け

て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
右
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
�

�　
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
配
布
に
つ
い
て
�

�　
町
で
は
、
災
害
時
に
備
え
緊
急
時
の
連
絡
・
問
い
合
わ
せ

先
や
、
家
族
の
連
絡
先
・
病
名
な
ど
の
救
急
情
報
を
事
前
に

記
入
し
て
お
い
て
頂
け
る
よ
う
、
町
民
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
し
、
町
内
会
等
を
通
じ
た
回
覧
配
付
や
、
役
場
ロ
ビ
ー
、

計
根
別
支
所
、
文
化
会
館
へ
備
え
付
け
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
総
務
課
行
政
改
革
・
防
災
係
ま
で
。
�

気象情報　気象庁ホームページhttp://www.jma.go.jp/（パソコン用）�

※携帯電話用ホームページ（パソコンでも閲覧できます。）�

国道通行規制情報　釧路開発建設部「あんしんナビ」http://www.a-road.jp/kr/�

河川情報　北海道「川の防災情報」http://i.river.go.jp/hokkaido/

平　年�

21cm�

94cm�

137cm�

109cm�

114cm�

475cm

今　冬�

－�

94cm�

198cm�

148cm�

135cm�

575cm

降雪量 �

Ｈ15.11�

Ｈ15.12�

Ｈ16.１�

Ｈ16.２�

Ｈ16.３�

累　計 

①
出
身
大
学
　
　
②
卒
業
年
　
　
③
専
門
� 外

科
　
医
長
�

　
生
　
田
　
圭
　
司
�

　
　
（
い
く
た
　
け
い
じ
）
�

①
昭
和
大
学
�

②
平
成
三
年
�

③
外
科
一
般
�

内
科
　
医
長
�

　
井
　
内
　
康
　
之
�

　
　
（
い
う
ち
　
や
す
ゆ
き
）
�

①
旭
川
医
科
大
学
�

②
平
成
十
年
�

③
消
化
器
血
液
内
科
�

外
科
　
医
長
�

　
高
　
橋
　
典
　
彦
�

　
　
（
た
か
は
し
　
の
り
ひ
こ
）
�

①
北
大
�

②
平
成
元
年
�

③
外
科
一
般
�

耳
鼻
咽
喉
科
　
医
師
�

　
高
　
田
　
　
　
訓
�

　
　
（
た
か
た
　
さ
と
る
）
�

①
富
山
医
科
薬
科
大
学
�

②
平
成
五
年
�

③
耳
鼻
咽
喉
科
一
般
�
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�町
立
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ
�

�五
月
の
整
形
外
科
診
療
日
�

���������町
営
住
宅
入
居
者
募
集
�

�募
集
団
地
　
旭
第
２
団
地
�

・
平
屋
の
２
Ｄ
Ｋ
�

　
昭
和
四
十
六
年
建
設
　
　
二
戸
�

　
家
賃
　
七
千
二
百
円
〜
七
千
四
百
円
�

募
集
団
地
　
あ
ず
ま
グ
リ
ー
ン
団
地
�

・
四
階
建
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
�

　
平
成
元
年
建
設
　
　
　
　
二
戸
�

　
家
賃
　
一
万
九
千
七
百
円
〜
�

　
　
　
　
三
万
四
千
円
�

募
集
団
地
　
泉
団
地
�

・
三
階
建
の
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
�

　
平
成
九
年
建
設
　
　
　
　
二
戸
�

　
家
賃
　
一
万
九
千
八
百
円
〜
�

　
　
　
　
三
万
四
千
八
百
円
�

募
集
団
地
　
宮
下
団
地
�

・
平
屋
の
２
Ｄ
Ｋ
（
高
齢
者
向
住
宅
）
�

　
昭
和
六
十
年
建
設
　
　
　
一
戸
�

　
家
賃
　
一
万
八
百
円
〜
�

　
　
　
　
一
万
七
千
九
百
円
�

受
付
場
所
　
五
月
十
八
日
（
火
）
�

申
込
期
限
　
管
理
課
住
宅
係
�

選
考
方
法
�

　
町
営
住
宅
運
営
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
、

入
居
申
込
者
の
住
宅
困
窮
度
の
高
い
方

か
ら
入
居
を
決
定
し
ま
す
。
�

�道
営
住
宅
入
居
者
募
集
�

�募
集
団
地
　
白
樺
団
地
�

・
二
階
建
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
�

　
昭
和
六
十
三
年
建
設
　
　
一
戸
�

　
家
賃
　
一
万
六
千
九
百
円
〜
�

　
　
　
　
二
万
八
千
百
円
�

申
込
期
限
　
五
月
十
八
日
（
火
）
�

受
付
場
所
　
役
場
管
理
課
住
宅
係
�

抽

選

日
　
五
月
二
十
四
日
（
月
）
�

　
　
　
　
　
午
後
一
時
�

抽
選
会
場
　
役
場
三
〇
一
号
会
議
室
�

入
居
可
能
日
　
平
成
十
六
年
六
月
�

�平
成
十
六
年
度
固
定
資
産
税
に
係
る
�

宅
地
評
価
額
の
一
部
見
直
し
に
つ
い
て
�

�　
土
地
及
び
家
屋
の
評
価
額
は
、
地
方

税
法
の
規
定
に
よ
り
、
三
年
に
一
度
見

直
し
が
な
さ
れ
ま
す
。
�

　
直
近
で
は
平
成
十
五
年
度
に
見
直
し

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
昨
今
の
地

価
公
示
価
格
や
北
海
道
地
価
調
査
価
格

の
動
向
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年
度
に

お
い
て
も
宅
地
の
評
価
に
係
る
一
部
路

線
価
格
を
次
の
と
お
り
下
落
修
正
し
ま
す
。
�

普
通
商
業
地
区
（
全
部
）
�

　
修
正
率
　
七
・
一
％
〜
十
三
・
○
％
�

併
用
住
宅
地
区
（
一
部
）
�

　
修
正
率
　
一
・
一
％
〜
十
一
・
一
％
�

　
な
お
、
今
回
価
格
修
正
す
る
地
区
が

広
範
囲
に
わ
た
る
為
、
詳
細
は
税
務
課

資
産
税
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
�

　
ま
た
、
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の

課
税
に
は
負
担
調
整
措
置
が
と
ら
れ
て

い
る
た
め
、
こ
の
価
格
修
正
措
置
が
直

ち
に
平
成
十
六
年
度
の
税
額
に
反
映
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
予
め

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
�

�交
通
事
故
巡
回
相
談
の
�

お
知
ら
せ
�

�　
釧
路
支
庁
交
通
相
談
所
で
は
、
交
通

事
故
に
関
す
る
巡
回
相
談
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。
�

　
な
お
、
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、
事

前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
�

相
談
日
時
　
六
月
二
日
（
水
）
�

　
　
　
　
　
午
後
一
時
〜
午
後
三
時
�

相
談
場
所
　
役
場
一
階
教
育
相
談
室
�

申
込
・
問
合
せ
先
　
根
室
支
庁
地
域
政
�

　
策
部
環
境
生
活
課
 
1
０
１
５
３
（
２
�

　
４
）
５
５
８
０
（
直
通
）
ま
で
。
�

税　　金�
M A T I O N

5

MayMay

くらしの広場�の広場�

5
3

10

17

4

11

18

25

5

12

19

26

�

6

13

20

27

�

7

14

21

28

�

1

8

15

22

29

2

9

16

日 月 火 水 木 金�土�

社会保険事務所相談所開設日のお知らせ（10154－22－0111）�
　日時／５月18日（火）午後１時～午後５時　　　場所／中標津経済センター�
　　　　５月19日（水）午前９時～午前11時30分�

�
５月は固定資産税（第１期）、�
軽自動車税（全期）の納期です�

�
　固定資産税の第１期と軽自動車税全
期の納期限は５月31日です。忘れずに
納期内に納めましょう。�
　町税はみんなの財産です。町税を有
効に使うため、納期内納付にご協力を
お願いします。�
�
～町税等各種収納金の納付は�

口座振替で～�
�
＜５月の収納窓口休日開設及び�
　　　　　　　平日開設時間延長日>�
�
　 休日開設日　　     開設時間延長日�
　　　　　　　 　　　  17日（月）�
　　30日（日）

　　　   31日（月）�
�
　午前９時～　　　午後５時15分～�
　午後５時まで　　　　午後８時まで �
�
　収納窓口開設時間延長、休日開設に
あわせて納税相談を実施していますので、
納税についてご相談ください。�
�
５月31日（月）は�
自動車税の納期限です�

�
　自動車税の納期限は５月31日（月）
です。忘れずに納めましょう。�
　自動車税は、４月１日現在で陸運支
局に登録されている自動車の所有者に
対して課税される道税です。�
　また、車検時に必要となる納税証明
書は、車検証と一緒に大切に保管しま
しょう。�
　道税の納税に関するご相談は、根室
支庁総務部税務課納税係�
10153（24）5466（税務課直通）まで。�
�
�
「e-Tax」（国税電子申告・
納税システム）６月１日から

全国で運用開始！�
�

　自宅や事務所から手軽に申告・納税
ができる「e-Tax」の運用が６月１日
から全国で開始されます。�
　「e-Tax」で利用できるのは、所得税、
法人税及び消費税に係る申告や全税目
（国税）の納税、各種申請・届出等と
なっています。�
　お問い合わせは、根室税務署総務課
10153（23）3261まで。�

詳しくは、町立中標津病院�
医事課12-8200まで。�

月� 17 24

火� な　　し�

水�

6

7

12

13

14

19

20

21 28

27木�

金�

23   
30

24   
31



�

11

I N F O R M

May

くらしの広場�くらしの
�東

京
中
標
津
会
会
員
の
方
々
と
�

交
流
し
ま
せ
ん
か
�

�　東
京
中
標
津
会
の
ふ
る
さ
と
帰
省
ツ

ア
ー
が
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
日
間
行

わ
れ
ま
す
。
ふ
る
さ
と
中
標
津
を
訪
れ
、

地
元
中
標
津
の
方
々
と
交
流
の
輪
を
広

げ
る
た
め
交
流
会
を
行
い
ま
す
の
で
、

町
民
の
皆
様
の
参
加
を
募
集
し
ま
す
。
�

　
ま
た
、
今
回
の
ツ
ア
ー
で
は
東
京
中

標
津
会
の
会
員
の
方
々
に
よ
り
丸
山
公

園
に
桜
を
植
樹
す
る
予
定
で
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
経
済
振
興
課
地
域
振
興

係
ま
で
。
�

�住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
�

応
援
し
ま
す
�

�　
町
で
は
、
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た

産
業
・
文
化
の
振
興
や
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
、

地
域
住
民
の
健
康
づ
く
り
や
社
会
教
育

活
動
な
ど
の
住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り

や
人
材
育
成
に
関
連
す
る
事
業
に
対
し
、

経
費
の
一
部
を
助
成
す
る
た
め
、
「
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
事
業
推
進
補
助
金
」
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。
�

　
一
件
あ
た
り
の
補
助
金
は
、
事
業
費

の
二
分
の
一
以
内
で
、
五
万
円
以
上
百

万
円
を
限
度
と
し
て
助
成
し
ま
す
。
�

　
平
成
十
六
年
度
中
に
事
業
を
計
画
し

て
い
る
方
は
、
経
済
振
興
課
地
域
振
興

係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
�

�中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
に

加
入
し
て
従
業
員
の
退
職
金
を

準
備
し
ま
し
ょ
う
�

�　
こ
の
制
度
は
、
退
職
金
制
度
を
持
つ

こ
と
が
困
難
な
中
小
企
業
に
、
中
小
企

業
の
方
の
相
互
共
済
と
国
の
援
助
で
退

職
金
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
作
ら
れ
た
国
の
制
度
で
す
。
�

制
度
の
特
色
�

・
適
格
退
職
年
金
制
度
か
ら
の
移
行
先
�

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
�

・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
加
入
可
能
�

・
掛
金
は
税
法
上
、
全
額
非
課
税
�

　
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は
、
中
退
共

本
部
事
業
推
進
部
広
報
計
画
課
1
０
１

１
（
２
４
１
）
０
３
５
１
ま
で
。
�

�六
月
三
十
日
ま
で
�

林
野
火
災
予
防
期
間
で
す
�

�　
四
月
〜
六
月
は
、
林
野
火
災
発
生
の

危
険
性
が
き
わ
め
て
高
い
期
間
で
す
。
�

　
入
林
さ
れ
る
方
は
森
林
所
有
者
の
許

可
を
得
て
入
林
す
る
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、

タ
バ
コ
、
マ
ッ
チ
な
ど
火
の
取
り
扱
い

に
は
十
分
注
意
願
い
ま
す
。
�

　
ま
た
、
こ
の
期
間
中
の
火
入
れ
は
極

力
避
け
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
�

�建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
関
す
る
�

パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
に
つ
い
て
�

�　
特
定
建
設
資
材
の
使
用
ま
た
は
発
生

す
る
工
事
に
お
い
て
は
、
建
設
リ
サ
イ

ク
ル
法
に
よ
る
届
出
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
無
届
工
事
の
有
無
、
届
出

を
受
け
た
工
事
に
お
い
て
適
切
な
処
置

等
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
町
内
の
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
�

実
施
期
間
　
五
月
十
七
日
（
月
）
〜
�

　
　
　
　
　
五
月
二
十
一
日
（
金
）
�

　
詳
し
く
は
、
街
づ
く
り
推
進
室
建
築

指
導
係
ま
で
。
�

�定
期
出
張
税
務
相
談
の
�

実
施
に
つ
い
て
�

�　
札
幌
国
税
局
税
務
相
談
室
釧
路
分
室

で
は
、
毎
年
定
期
出
張
税
務
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
本
年
度
も
左
記
日
程

で
実
施
す
る
予
定
で
す
の
で
、
税
に
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す
る
疑
問
、
お
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み
を
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方
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ご
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さ
い
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実
施
予
定
日
時
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①
五
月
二
十
五
日
（
火
）
�

　
②
九
月
二
十
七
日
（
月
）
�

　
③
十
一
月
二
十
五
日
（
木
）
�

　
各
実
施
日
と
も
、
午
前
十
時
〜
午
後

十
二
時
、
午
後
一
時
〜
午
後
三
時
ま
で
。
�

実
施
場
所
　
中
標
津
経
済
セ
ン
タ
ー
�

　
　
　
　
「
な
か
ま
っ
ぷ
」
�

愛犬の狂犬病予防注射のお知らせ�

　平成16年度の犬の登録受付及び狂犬病予防注射の実

施日は、５月16日（日）、５月23日（日）の２回とな

っています。�

　実施場所、時間など詳しくは、生活課環境衛生係まで。�

健　　康�

特別人権相談所開設のお知らせ�
　日時／６月１日（火）午後１時～午後４時　　�
　場所／役場２階202号会議室（担当　生活課戸籍住民係）�

　保健センター主催の各種検診受診者、
栄養教室の参加者を募集します。�
　申込先は全て中標津町保健センター
1（２）２７３３まで。�

�
骨粗しょう症検診のお知らせ（６月分）�
�

申込期間　５月６日～５月20日の平日�
実施期間　６月１日～６月30日の平日�
内　　容　問診、骨密度測定、診察�
料　　金　1,000円（70歳以上500円）�
定　　員　１日２人�
実施場所　町立中標津病院�
�
生活習慣病健診のお知らせ�

�
日　時　５月28日（金）～31日（月）�
　　　　各日午前７、８、９、10時と
　　　　午後1時�
場　所　中標津町保健センター�
内　容　基本健康診査、肝炎ウイルス�
　　　　検査、胃がん・肺がん・大腸�
　　　　がん検診、結核検診、エキノ�
　　　　コックス症検診、�
料　金　健康保険、年齢により料金が�
　　　　異なりますので、お問い合わ�
　　　　せください。�
申込締切　５月12日（水）�
�
「がん予防」栄養教室�

�
　開催日　　　　　内　　容�
６月２日（水）　第１回　講話「食事とがん」�

６月16日（水）　第２回　調理実習と試食�

６月23日（水）　第３回　調理実習と試食�

�
会　場　中標津町保健センター�
時　間　午後１時30分～午後３時�
定　員　25名（年齢、男女問わず）�
持ち物　健康手帳（お持ちの方）�
参加料　無　料�
担　当　管理栄養士�
�

高齢者栄養教室�
�
�
開催日　６月３日（木）�
時　間　午前10時～午前11時30分�
内　容　講話「高齢者の健康を保つ�
　　　　食生活について」�
対象者　60歳以上の方とその家族�
会　場　中標津町保健センター�
定　員　25名�
持ち物　健康手帳（お持ちの方）�
参加料　無　料�
担　当　管理栄養士�

「ぼけない、寝たきりにならない食事学」�
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平成16年�5
VOL.497 （　） 内は前月比�

誕生   24人    死亡  14人�
転入 216人    転出 438人　�

３月31日現在住民登録人口�

町の人口�
男�
女�

世 帯 数�

23,648（－212）�
11,600（－122）�
12,048（－  90）�
9,833（－  66）�

なかしべつ�

５月下旬から調査員がお伺いします。�

我が国すべての民営事業所が対象です。�
ご協力をお願いします。�

商業統計調査（平成14年）�

全道町村で―――――――�
商店数は　　　　　411店で　　   １位�
従業員数は　　　　3,003人で　　２位�
年間商品販売額は　1,077億円で　２位�

事業所・企業統計調査（平成13年）�

全道町村で―――――――�
事業所数は　　　1,464事業所で　１位�
従業員数は　　　10,375人で　　  ３位�
☆参考　人口では5番目�

平成16年6月1日�
事業所・企業統計調査、　�
商業統計調査、�
サービス業基本調査を実施します�

データは語る！�

　６月１日現在で、事業所・企業統計調査、商業統計調

査及びサービス業基本調査の三つの調査が全国一斉に同

時実施されます。�

　この調査は、総務省と経済産業省が実施するもので、

三つの調査が１枚の調査票で行われます。調査の対象は、

全国すべての民営の事業所です。調査の結果は地域開発

計画や都市計画などの基礎資料や、国や北海道、中標津

町における商業の育成、サービス産業の振興等に係る諸

施策の企画・立案の基礎資料になります。５月下旬に調

査員が調査票の記入のお願いに各事業所を訪問しますの

で、皆様のご協力をお願いします。�

商業統計調査の推移�

400

300

200

1001,000

2,000

3,000

従業員数�

従業員数�
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事業所統計調査の推移�
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　中標津町は、平成14年の

商業統計調査で前回調査

（平成11年）と比較して各

項目とも増加し、全道町村

の中では商店数で１位（前

回2位）、従業員数と年間

商品販売額では上磯町に次

いで２位（前回2位）の結

果となっています。また、

事業所・企業統計調査（平

成13年実施）では、前回調

査（平成11年）と比較して

各項目とも増加し、全道町

村の中では事業所数で１位、

従業員数では上磯、音更町

に次いで３位と前回と同じ

結果となっています。�

総務省　経済産業省　北海道　中標津町�




